
 

 

令和４年８月 29 日 

記者発表資料 

神奈川県と株式会社ファーストクラスは、クローズド

マートの活用に関する「個別協定」を締結しました！ 

神奈川県と株式会社ファーストクラスは、クローズドマートの活用に関する「個別協定」を締結し、

賞味期限が迫った食品などを安価に購入できる同社の会員限定 EC サイトを、かながわ SDGｓ

パートナーの従業員等が利用できる仕組みを構築します。今回の取組を通じて、食品ロス等削減

や、県内企業従業員の福利厚生の充実及び今回の取組に係る売上げの生活困窮者対策に取り

組む団体等への寄附など、ＳＤＧｓの実現に向けて取り組んでいきます。 

１ 「クローズドマート」の概要 

株式会社ファーストクラスが提供するサービス「クローズドマート」は、同社と契約を締結した

企業等の従業員を対象に、食品ロス等の削減に向けて、賞味期限の迫る食品や切り替えと

なった商品などを安価に販売する会員限定の EC サイトです。会員として 200 社以上の企

業等が参加し、利用対象者は 220万人を超えています。 

 

２ 協定締結の目的 

（１） 食品ロス等削減への貢献 

賞味期限が迫る食品や型が切り替わった商品を安価で販売するＥＣサイトを、かながわＳＤ

Ｇｓパートナーの従業員等が利用して購入することで、食品ロス等削減に取り組みます。 

（２） かながわＳＤＧｓパートナーに登録する中小企業者等の福利厚生の充実 

クローズドマートは、通常、従業員 100 人以上の企業等を対象としています。本協定の締結

により、かながわＳＤＧｓパートナーに登録する全ての企業・団体等（802 社、令和４年８月現

在）が、従業員数に関わらず、クローズドマートの利用契約が可能となることから、中小企業

等の従業員の福利厚生の充実につながります。 

（３） 購入額に応じた寄附による生活困窮者対策に取り組む団体等の支援 

次の寄附により、県内で生活困窮者対策に取り組む団体等を支援します。 

・ かながわＳＤＧｓパートナーの従業員等が購入した金額の３％を株式会社ファーストクラス

から団体に寄附。 

・ クローズドマート利用者が、購入に応じて付与される保有ポイントを活用した寄附。 

※ 寄附対象団体は、県と協議の上、株式会社ファーストクラスが決定します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

 資料 神奈川県と株式会社ファーストクラスとの協定 

 

《SDGsの推進について》 

県では、SDGs の達成に向け、多様な主体とのパートナーシップにより、食品ロス削減をはじ

めとする社会的課題の解決に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  

【県の SDGs 推進に関すること】 

神奈川県政策局いのち・未来戦略本部室 

SDGs 推進担当課長  湊   電話 045-285-1052 

SDGs 推進グループ  上西  電話 045-285-0539 

 

【クローズドマートに関すること】 

株式会社ファーストクラス    電話 03-6325-8000 

 

株式会社ファーストクラスについて 

ファーストクラスは、2008 年に創業し、「明日の普通を創り続ける」の理念のもと、ギフトという

キーワードを軸に EC サイトの運営、ポイント交換商品の手配、カタログギフトの企画及び職

域販売などの事業を展開しています。 

日々の買い物が自然と社会貢献となる仕組みとして、社会貢献型職域販売サービス「クロー

ズドマート」のサービス提供を開始し、食品ロス等削減に貢献するとともに、職域販売に限定

することを前提に仕入れを行い、特別価格にて販売し、購入額の一部を寄附するなど、従業

員参加型の SDGsを推進しています。 

 



 資料 

神奈川県と株式会社ファーストクラスとの協定 

 

神奈川県 （以下「甲」という。）と株式会社ファーストクラス（以下「乙」という。）は、乙

が食品ロス等削減を目指し提供するサービス「クローズドマート」を活用することにより、

別表に定めるＳＤＧｓの推進に向けて取り組む企業・団体（以下「企業等」という。）に所

属する従業員等（以下「従業員等」という。）の福利厚生の充実や、社会的課題解決に

取り組む団体への寄附を行うため、次のとおり連携と協力に関する協定（以下「協定」

という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲及び乙が、ＳＤＧｓの推進に向けて食品ロス等削減により社会的課題解決の

促進を図り、もって従業員等の福利厚生の充実及び社会的課題解決に取り組む団

体への寄附を行うことを目的とする。 

 

（連携・協力事項） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、それぞれ以下の役割を担う。 

【甲の役割】乙とともに、乙の提供するクローズドマートの利用に関する周知活動を企

業等に対し行う。 

【乙の役割】企業等に対するクローズドマートの提供並びに従業員等のクローズドマー

トの購入金額の一部及びクローズドマートの利用者から乙に寄附されたク

ローズドマートのポイントを、社会的課題解決に取り組む団体へ寄附する。  

 

（クローズドマートの利用） 

第３条 企業等によるクローズドマートの利用は、乙と企業等との契約による。 

２ 企業等によるクローズドマートの利用にあたり、乙と企業等間で生じた一切の紛争

について、甲は責任を負わない。 

３ 乙は、自己の責任でクローズドマートを提供するために必要な許可の取得または

届出等を行い、その他関連する法令の規制・基準を遵守するものとする。 

 

（団体への寄附） 

第４条 乙は、寄附先、寄附額、寄附の時期について、甲との協議を経て決定する。 

 

（有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、契約締結日より２年間とする。 

２ 前項の協定の有効期間が満了する日の１か月前までに、甲又は乙のいずれもが書

面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から２年間、

本協定は更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

（協定の変更及び解除） 

第６条 この協定の内容の変更又は解除は、甲又は乙の一方の申出に基づき、甲乙

相互の協議によって行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、



                                      

相手方に対して何らの通知も要せず、この協定を解除することができる。 

（１）相手方が反社会的勢力（暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求

する集団又は個人などを含むがこれに限らない）と関係を有し、又は関係を有する

こととなったとき。 

（２）相手方が脅迫的、暴力的又は法的な責任を超えた要求をしたとき。 

（３）相手方により信用を失墜させられ、又は相手方による業務を妨害する行為があっ 

たとき。 

３ 前項の規定により、この協定を解除したものは、この協定が解除されたことにより相

手方に損害が生じた場合であっても、これを賠償する一切の責を負わないものとす

る。 

 

（守秘義務） 

第７条 甲及び乙は、この協定に基づく活動において、相手方から知り得た秘密情報

について、協定の有効期間中及び有効期間終了を問わず、第三者に開示・漏えい

してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

（個人情報の保護） 

第８条 乙は、この協定の履行において取得した従業員等の個人情報について、協

定の有効期間中及び有効期間終了を問わず、個人情報保護法その他の関連法規

を遵守し、厳格・適正に保護・管理するものとする。 

 

（協議事項） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙

協議のうえ、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲と乙が両者記名押印のうえ、

各自その１通を所持するものとする。 

 

令和４年８月 29日 

 

甲 神奈川県横浜市中区日本大通１  

 

神奈川県知事  黒岩 祐治 

 

 

乙 東京都渋谷区恵比寿西２-３-１５ 

エビスエイトビル８階 

株式会社ファーストクラス 

 

代表取締役社長  小笠原 慎 

  



                                      

別表 

企業等 

かながわ SDGsパートナー 
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